
平成３０年１１月６日 

第３回多摩市子ども・子育て会議 

報告資料４ 

 

 

平成 30 年度の病児・病後児保育事業の実施場所の移転について 

 

1 経緯 

病児保育事業は、平成 29 年度末をもって前実施事業者が事業撤退の意向を示した。法人としては事業

撤退するが、現場で勤務する助産師や保育士たちには事業継続の意向があったため、新たな事業者に勤

務し事業を継続する旨を決定した。 

しかし、新たな事業実施場所を探したものの、適当な予定地は見つからなかったため、平成 30 年 4 月

以降も切れ目なく病児保育事業を継続させるための暫定措置として、事業統合に向け園児の募集停止を

している貝取保育園（行政財産）の空きスペースを、現在暫定活用しているところである。 

 

2 新たな事業実施場所について 

 以前の病児保育事業実施場所が多摩センターエリアであり交通の利便性が高かったことや、貝取保育

園の活用は暫定的なものであることから、年度途中でも実施場所の確保が出来次第速やかに移転する予

定で場所の検討をしていたところ、多摩市豊ヶ丘 1－59－10 に実施場所が確保できた。そのため、貝取

保育園から新たな場所に、病児保育事業の移転作業を行う。 

 

3 事業移転のスケジュールについて 

年度途中に移転をするため、利用者をはじめとする市民への実施場所変更の周知や、東京都への事業

実施場所の変更手続き等を適切に行うよう、現在、事業者と協議しながら作業を進めている。現段階の

暫定的な移転スケジュールは以下の通り。 

 

●移転に伴うスケジュール 

9月 18日  子ども・教育常任委員会に報告 

 10月上旬  現在利用登録している利用者に移転のお知らせを郵送 

        子育て支援課窓口で移転の周知開始 

 10月 20日  たま広報で周知 

 10月下旬   公式ホームページ・市内保育所等関係機関に周知 

11月 12日  貝取保育園内使用部分の現状復帰工事 

～16日   

11月 17日 貝取保育園での保育終了・引越し 

  11月 19日 豊ヶ丘に事業実施場所を移転。新保育室にて保育開始 

 

4 利用対象の変更について 

下記のとおり利用対象を拡大する。 

 変更前 変更後 

対象年齢 保育所・幼稚園に通う 

就学前児童 

保育園・幼稚園・学童クラブに 

通う小学 3年生までの児童 

対象範囲 多摩市内のみ 多摩市・近隣市在住又は多摩市在勤の方 

 


